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(57)【要約】
【課題】　複数の放射線撮影装置に対する有効化又は無
効化の制御を行う放射線撮影システム及び放射線撮影装
置の制御方法を提供する。
【解決手段】　放射線を検出する複数の放射線撮影装置
１０２、１０３と、複数の放射線撮影装置１０２、１０
３を制御する制御装置１００からなる放射線撮影システ
ムにおいて、複数の放射線撮影装置１０２、１０３は、
それぞれの放射線撮影装置を有効化させるための有効化
指示を行う有効化指示部１０７を有し、有効化指示部１
０７から１つの放射線撮影装置１０２を有効化する有効
化指示を行った場合、制御装置１００は、当該有効化指
示後の所定の期間、他の放射線撮影装置１０３における
有効化を制限する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出する複数の放射線撮影装置と、複数の放射線撮影装置を制御する制御装置
からなる放射線撮影システムにおいて、
　複数の放射線撮影装置は、それぞれの放射線撮影装置を有効化させるための有効化指示
を行う有効化指示部を有し、前記有効化指示部から１つの放射線撮影装置を有効化する有
効化指示を行った場合、前記制御装置は、当該有効化指示後の所定の期間、他の放射線撮
影装置における有効化を制限することを特徴とすることを特徴とする放射線撮影システム
。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記所定の期間では、他の放射線撮影装置における有効化をキャンセ
ルすることを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記所定の期間の経過後に、他の放射線撮影装置における有効化を許
可することを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、他の放射線撮影装置を無効化する無効化処理を行った後、前記有効化
指示部から指示された放射線撮影装置を有効化することを特徴とする請求項１に記載の放
射線撮影システム。
【請求項５】
　前記制御装置は、有効化指示された放射線撮影装置を有効化することによって、前記有
効化指示部から指示された放射線撮影装置が放射線を検知できる状態に遷移させることを
特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項６】
　前記制御装置に接続され、放射線を検出する複数の放射線撮影装置から１つの放射線撮
影装置を選択する選択部を備えることを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム
。
【請求項７】
　前記選択部によって、１つの放射線撮影装置を選択した直後に、他の放射線撮影装置の
有効化指示部によって、他の放射線撮影装置を有効化させるための有効化指示を行った場
合、前記制御装置は、前記有効化指示をキャンセルすることを特徴とする請求項６に記載
の放射線撮影システム。
【請求項８】
　前記有効化指示部によって、１つの放射線撮影装置の有効化指示を行った直後に、前記
選択部によって、他の放射線撮影装置を選択した場合、前記制御装置は、他の放射線撮影
装置の選択をキャンセルすることを特徴とする請求項６に記載の放射線撮影システム。
【請求項９】
　前記有効化指示部によって前記有効化指示が行われた放射線撮影装置の有効化が完了す
る前は、前記制御装置は、他の放射線撮影装置における有効化をキャンセルすることを特
徴とする請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項１０】
　前記有効化指示部によって前記有効化指示が行われた放射線撮影装置の有効化が完了し
た後、前記制御装置は、他の放射線撮影装置における有効化を許可することを特徴とする
請求項１に記載の放射線撮影システム。
【請求項１１】
　放射線を検出する複数の放射線撮影装置と、複数の放射線撮影装置を制御する制御装置
からなる放射線撮影システムにおいて、
　複数の放射線撮影装置は、それぞれの放射線撮影装置を有効化させるための有効化指示
を行う有効化指示部を有し、前記有効化指示部から有効化指示を受けた放射線撮影装置を
有効化する場合、前記制御装置は、他の放射線撮影装置を無効化した後に前記有効化指示
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を受けた放射線撮影装置を有効化することを特徴とすることを特徴とする放射線撮影シス
テム。
【請求項１２】
　放射線を検出する複数の放射線撮影装置を制御する放射線撮影装置の制御方法において
、
　複数の放射線撮影装置の内、１つの放射線撮影装置を有効化させるための有効化指示を
行うステップと、前記有効化指示に基づき１つの放射線撮影装置を有効化する場合、当該
有効化指示後の所定の期間、他の放射線撮影装置における有効化を制限するステップとを
有することを特徴とすること放射線撮影装置の制御方法。
【請求項１３】
　放射線を検出する複数の放射線撮影装置を制御する放射線撮影装置の制御方法において
、
　複数の放射線撮影装置の内、１つの放射線撮影装置を有効化させるための有効化指示を
行うステップと、
　有効化指示を受けた放射線撮影装置を有効化する場合、他の放射線撮影装置を無効化す
るステップと、
　他の放射線撮影装置を無効化した後に前記有効化指示を受けた放射線撮影装置を有効化
するステップとを有することを特徴とすること放射線撮影装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線を用いて被検者を撮影する放射線撮影装置を用いた放射線撮影システ
ムと放射線撮影装置の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、放射線発生装置から放射線を被検者に照射し、当該被検者を透過した放射線の強
度分布である放射線画像を生成する放射線撮像装置を有した放射線撮影システムがある。
【０００３】
　また、近年、放射線発生装置と照射タイミングの同期を取らなくとも、放射線を自動検
知することで放射線画像を取得することができ放射線撮影装置が開発されている。この放
射線撮影装置は、放射線発生装置との同期のためのケーブルが不要である。
【０００４】
　放射線撮影装置は、大角（３５ｃｍ×３５ｃｍ）、フル（４３ｃｍ×４３）、大四つ（
２７ｃｍ×３５ｃｍ）など種々なサイズがある。また、放射線撮影装置がスタンドに据え
付けられたり、ベッドに据え付けられたりして種々の撮影手技による撮影が行われる。例
えば、手指の撮影では、大四つサイズの放射線撮影装置が使用される。腹部の撮影では、
フルサイズの放射線撮影装置が使用される。また、被検者の足腰が悪く立位での撮影がで
きない場合、撮影時に被検者の容態をみてスタンド型からベッド型に変更する。このとき
の放射線撮影装置の切り替えは、制御装置に接続されたオペレーションユニットを介して
行われる。
【０００５】
　このように、複数の放射線撮影装置を切り替えて撮影が行われるが、一般的に、放射線
を制御する操作卓や、放射線撮影装置を操作するオペレーションユニットは撮影を行う撮
影室とは別の操作室にある。
【０００６】
　操作者は、操作室にあるオペレーションユニットで、撮影手技に適した放射線撮影装置
に切り替えた後、撮影室に戻り、選択されている放射線撮影装置に対して被検者の位置合
わせを行う。この時、例えば放射線撮影装置のサイズが適切でなく、放射線撮影装置を切
り換える場合は、操作室に戻って操作しなければならなかった。
【０００７】
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　そこで、放射線撮影装置に選択ボタンを設けて、撮影に使用する放射線撮影装置を選択
し、被検者情報を結びつけることが行われている。（例えば、特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１５－６４１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１では、複数の放射線撮影装置に対する有効化又は無効化の制御については記
載されていない。例えば、撮影の準備ができていない無効状態の放射線撮影装置を誤って
使用して撮影してしまう可能性がある。
【００１０】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、複数の放射線撮影装置に対する有
効化又は無効化の制御を適切に行う放射線撮影システム及び放射線撮影装置の制御方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の目的を達成するために、複数の放射線撮影装置は、それぞれの放射線撮影装置
を有効化させるための有効化指示を行う有効化指示部を有し、有効化指示部から１つの放
射線撮影装置を有効化する有効化指示を行った場合、制御装置は、当該有効化指示後の所
定の期間、他の放射線撮影装置における有効化を制限する。また、有効化指示部から１つ
の放射線撮影装置を有効化する場合、制御装置は、他の放射線撮影装置を無効化する無効
化処理を行う。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の放射線撮影システム及び放射線撮影装置の制御方法では、複数の放射線撮影装
置に対する有効化又は無効化の制御を適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の放射線撮影システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】本発明の放射線撮影システムの撮影準備画面の一例を示す図。
【図３】本発明の放射線撮影システムの撮影画面の一例を示す図。
【図４】本発明の放射線撮影装置の切換ウインドウの一例を示す図。
【図５】本発明の実施例１の構成を示すブロック図。
【図６】本発明の放射線撮影装置の状態に基づくテーブルを示す図。
【図７】本発明のダイアログの一例を示す図。
【図８】本発明の実施例１の動作手順を示すシーケンス図。
【図９】本発明の実施例１の動作手順を示すフローチャート。
【図１０】本発明の実施例２の構成を示すブロック図。
【図１１】本発明の実施例２の動作手順を示すフローチャート。
【図１２】本発明の実施例３の構成を示すブロック図。
【図１３】本発明の実施例４の構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
【実施例１】
【００１５】
　以下、本発明に関わる放射線撮影システム及び放射線撮影装置の制御方法の実施の形態
について、図面を参照して説明する。
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【００１６】
　実施例１の放射線撮影システムの概略構成を図１に示す。放射線撮影システムは、放射
線を発生させる放射線発生装置１０５と、被検者を透過した放射線を検出して放射線画像
を生成する放射線撮影装置１０２、１０３とを備える。また、放射線撮影システムは、放
射線画像を表示するとともに、操作を行う表示・操作装置１０１と、各構成要素を制御す
る制御装置１００とを備えている。
【００１７】
　撮影室には、放射線発生装置１０５と放射線撮影装置１０２、１０３が設置され、操作
室には、表示・操作装置１０１と制御装置１００が設置されている。
【００１８】
　放射線発生部１０５は、放射線を発生するものであり、放射線を照射する管球及び放射
線の照射領域を制限するための絞り等を備えている。操作者が管電圧、管電流を含む撮影
条件を放射線発生装置１０５に対して設定し、照射スイッチ（図示しない。）を押下する
ことで、放射線発生装置１０５から放射線を照射することができる。
【００１９】
　放射線撮影装置１０２、１０３（ＦＰＤ：フラットパネルディテクタ）は、放射線エネ
ルギーに応じて発光するシンチレータと、光を電気信号に変換する光電変換部とを有して
いる。放射線撮影装置１０２、１０３は、放射線を電気信号に直接変換する方式であって
もよい。放射線撮影装置１０２、１０３は、有線又は無線の通信手段（図示しない。）を
介して制御装置１００に通信可能に接続されている。放射線撮影装置１０２、１０３は、
被検者の撮影部位に応じて、ベッドの上面若しくは内部に設置されて使用される。
【００２０】
　放射線撮影装置１０２は、放射線撮影装置Ａである。放射線撮影装置１０３は、放射線
撮影装置Ｂである。放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂは、被検者を透過した放射線を
検出して、放射線の分布を放射線画像として出力する。放射線撮影装置Ａと放射線撮影装
置Ｂは、サイズが異なるが、同じ機能を有している。放射線撮影装置Ａは、横２７ｃｍ、
縦３５ｃｍの大四つサイズであり、放射線撮影装置Ｂは横４３ｃｍ、縦４３ｃｍの半切サ
イズである。指や四肢など撮影領域が狭い場合は、放射線撮影装置Ａを用い、胸部、腹部
など広い場合は、放射線撮影装置Ｂを用いて撮影が行われる。
【００２１】
　制御装置１００は、放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂと表示・操作装置１０１を制
御する。制御装置１００は、病院内ネットワーク１０４を介して被検者情報、検査情報、
放射線画像のデータの通信を行う。操作者の指示に応じて、制御装置１００は、放射線撮
影装置Ａと放射線撮影装置Ｂに対して、有効状態又は無効状態に遷移させる。制御装置１
００は、放射線撮影装置Ａを有効化して有効状態にすることにより、放射線撮影装置Ａを
用いて撮影することができる。同様にして、制御装置１００は、放射線撮影装置Ｂを有効
化して有効状態にすることにより、放射線撮影装置Ｂを用いて撮影することができる。
【００２２】
　制御装置１００は、放射線撮影装置Ａ、放射線撮影装置Ｂから伝達される放射線画像に
対して、オフセット補正、ゲイン補正などの補正処理、階調変換などの画像処理を施して
画像を生成する。表示・操作装置１０１は、制御装置１００から出力される画像を表示す
る。
【００２３】
　ここで、有効状態とは、放射線撮影装置の読み取り回路が駆動していて放射線の照射に
対して放射線画像のデータを取得することができる状態を示している。放射線を自動的に
検知する自動検知タイプの放射線撮影装置では、放射線を検知できる状態が有効状態であ
る。有効状態は、いわゆるＲｅａｄｙ状態である。Ｒｅａｄｙ状態は、放射線の蓄積と読
み出しの駆動を１サイクルとして、サイクルを繰り返して行っている状態である。放射線
の放射がされていないときは、読出しの駆動（空読み）を行い、暗電流を放出する。Ｒｅ
ａｄｙ状態では、蓄積と読み出しを繰り返し行うことで、放射線撮影装置の暗電流のレベ
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ルを安定させることができる。
【００２４】
　一方、無効状態とは、読み取り回路に電源が供給されていない、又は、低電流状態など
、放射線を照射しても放射線画像のデータを取得することができない状態を示している。
無効状態は、いわゆるＳｌｅｅｐ状態である。Ｓｌｅｅｐ状態は、放射線への印加電圧が
低電圧であり、撮影の準備が完了していない状態である。Ｓｌｅｅｐ状態は、バイアス配
線をグランドレベルにすることで、すべての共通電極の電位をグランドレベルにした状態
である。なお、放射線を自動的に検知する自動検知タイプの放射線撮影装置では、放射線
を検知することができない状態が無効状態に相当する。
【００２５】
　放射線撮影装置Ａ、放射線撮影装置Ｂは、電力消費を抑え、放射線画像を生成すること
ができない無効状態（Ｓｌｅｅｐ状態）と、放射線画像を生成することができる有効状態
（Ｒｅａｄｙ状態）の何れかの状態で動作することができる。
【００２６】
　放射線撮影装置Ａは、放射線画像を生成することができる有効状態（Ｒｅａｄｙ状態）
を示す状態表示部１０６と、放射線撮影装置Ａを有効化させ、放射線画像を生成すること
ができる有効状態（Ｒｅａｄｙ状態）に遷移させる有効化指示部１０７とを備えている。
放射線撮影装置Ｂは、放射線画像を生成することができる有効状態（Ｒｅａｄｙ状態）を
示す状態表示部１０６と、放射線撮影装置Ｂを有効化させ、放射線画像を生成することが
できる有効状態（Ｒｅａｄｙ状態）に遷移させる有効化指示部１０７とを備えている。
【００２７】
　また、放射線撮影装置Ａは、放射線撮影装置Ａを無効化させ、放射線画像を生成するこ
とができない無効状態（Ｓｌｅｅｐ状態）に遷移させる無効化指示部１０８を備えている
。放射線撮影装置Ｂは、放射線撮影装置Ｂを無効化させ、放射線画像を生成することがで
きない無効状態（Ｓｌｅｅｐ状態）に遷移させる無効化指示部１０８を備えている。
【００２８】
　放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂにおける状態表示部１０６は、例えば、緑色に点
灯するランプである。有効化指示部１０７と無効化指示部１０８は、ボタンとしてそれぞ
れ設置されている。有効化指示部１０７と無効化指示部１０８は、それぞれ放射線撮影装
置Ａと放射線撮影装置Ｂに設置されているが、１つのボタンのＯＮ、ＯＦＦによって、放
射線撮影装置の有効化と無効化を切り換えてもよい。また、放射線撮影装置Ａと放射線撮
影装置Ｂは、有効化指示部１０７のみ設置されていてもよい。
【００２９】
　図１に示すように、放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂは、それぞれ、同じ場所に状
態表示部１０６、有効化指示部１０７、無効化指示部１０８が設置されている。
【００３０】
　放射線撮影装置Ａの有効化指示部１０７を押すと、放射線撮影装置Ａが有効化されて有
効状態に遷移し、状態表示部１０６が緑色に点灯する。放射線撮影装置Ａの無効化指示部
１０８を押すと、放射線撮影装置Ａが無効化されて無効状態に遷移し、状態表示部１０６
が消灯する。操作者は、状態表示部１０６の点灯状態によって、放射線撮影装置Ａが有効
状態であるのか、無効状態であるのか把握することができる。
【００３１】
　同様にして、放射線撮影装置Ｂの有効化指示部１０７を押すと、放射線撮影装置Ｂが有
効化されて有効状態に遷移し、状態表示部１０６が緑色に点灯する。放射線撮影装置Ｂの
無効化指示部１０８を押すと、放射線撮影装置Ｂが無効化されて無効状態に遷移し、状態
表示部１０６が消灯する。操作者は、状態表示部１０６の点灯状態によって、放射線撮影
装置Ａ若しくは放射線撮影装置Ｂが有効状態であるのか、無効状態であるのか把握するこ
とができる。
【００３２】
　表示・操作装置１０１は、放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂで撮影された放射線画
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像を表示する。また、表示・操作装置１０１は、放射線撮影システム、放射線撮影装置Ａ
、放射線撮影装置Ｂの操作を行う。表示・操作装置１０１には、タッチパネルモニタが一
般的に使用されるが、マウス、キーボード、磁気カード、バーコードなどの入力デバイス
と組み合わせてもよい。
【００３３】
　図２と図３は、表示・操作装置１０１に表示されたＧＵＩの画面の一例を示したもので
ある。図２は撮影準備画面、図３は撮影後の撮影画面を示している。
【００３４】
　図２は、ネットワーク１０４を介して、放射線情報システム（ＲＩＳ）から送られてき
た、被検者情報と検査情報を撮影オーダーリスト２００として表示・操作装置１０１が表
示している状態である。操作者は、撮影オーダーリスト２００から被検者を選択して、被
検者情報の表示領域２０２及び、プロトコルの表示領域２０５で確認して、撮影開始ボタ
ン２０６を押す。プロトコルの表示領域２０５は、撮影順にプロトコルが並んでおり、上
から順に実行される。プロトコルは、撮影する部位と撮影方向、及び使用する放射線撮影
装置の組み合わせで構成されている。操作者がプロトコルを指定すると、制御装置１００
は、撮影する部位と撮影方向、撮影で使用する放射線撮影装置を決定する。そして、制御
装置１００は、放射線画像に使用する画像処理や放射線撮影装置毎のキャリブレーション
データを決定する。
【００３５】
　なお、リスト更新ボタン２０１は、撮影オーダーリスト２００を更新するためのボタン
である。リスト更新ボタン２０１を押すことにより、放射線情報システム（ＲＩＳ）から
送られてくる撮影オーダーリスト２００を更新することができる。
【００３６】
　図３は、放射線画像を表示・操作装置１０１に表示した状態を示している。画像表示領
域２１２に、撮影した放射線画像が表示される。ツールボックス２１３内の各種画像処理
を調整することで、画像のコントラスト、濃度、鮮鋭度などを調整することができる。プ
ロトコルの表示領域２０５は、上段の胸部Ｐ－Ａの撮影が終わり画像表示領域に放射線画
像を表示していることを示している。下段の手指Ａ－Ｐはフォーカスが当たっており、こ
れから手指Ａ－Ｐの撮影を行うことを意味している。またプロトコル編集ボタン２１０は
フォーカスが当たっているプロトコルの放射線撮影装置を変更することが可能である。プ
ロトコル編集ボタン２１０を押すと、図４に示す放射線撮影装置の切換ウインドウが呼び
出され、操作者は放射線撮影装置を選択する。ここでは、放射線撮影装置Ａの選択ボタン
２２１又は放射線撮影装置Ｂの選択ボタン２２２を選択することができる。ＯＫボタン２
２３を押すことにより、選択ボタンの選択が確定する。Ｃａｎｃｅｌボタン２２４を押す
と、選択ボタン２２１と選択ボタン２２２の選択が解除される。制御装置１００は、選択
ボタン２２１と選択ボタン２２２によって選択された放射線撮影装置を有効化して、放射
線画像を生成することができる有効状態（Ｒｅａｄｙ状態）にする。つまり、操作者は、
撮影に使用する放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂを表示・操作装置１０１から切り換
えることができる。操作者は、撮影に使用する放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂを表
示・操作装置１０１から有効化又は無効化することができる。
【００３７】
　図５は、本発明の実施例１の構成を示すブロック図である。図５は、それぞれの放射線
撮影装置の状態を示している。ここでは、図示簡略のため、放射線撮影装置Ａ（放射線撮
影装置１０２）が無効状態（Ｓｌｅｅｐ状態）であり、放射線撮影装置Ｂ（放射線撮影装
置１０３）が有効状態（Ｒｅａｄｙ状態）である形態を示している。
【００３８】
　放射線撮影装置Ａは、無効状態である放射線撮影装置Ａを有効化するための有効化指示
を行う有効化指示部１０７と、放射線撮影装置Ａを有効化させる信号を制御装置１００に
送信する有効化指示送信部５０１とを有している。
【００３９】
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　放射線撮影装置Ａは、制御装置１００が有効化指示送信部５０１からの有効化指示をキ
ャンセルした場合、制御装置１００からキャンセル応答を受信するキャンセル受信部５０
２を有している。また、放射線撮影装置Ａは、制御装置１００からのキャンセル応答に基
づき、放射線撮影装置Ａを有効化することをキャンセルするキャンセル処理部５０３を有
している。
【００４０】
　放射線撮影装置Ａは、制御装置１００が有効化指示送信部５０１からの有効化指示を受
理（許可）した場合、制御装置１００から有効化命令を受信する有効化命令受信部５０４
を有している、また、放射線撮影装置Ａは、放射線撮影装置Ａに対して有効化を行なって
有効状態にする有効化部５０５と、放射線撮影装置Ａに対して有効化が行われたことを示
す有効応答信号を制御装置１００に送信する有効応答送信部５０６とを有している。制御
装置１００は、放射線撮影装置Ａから送信される有効応答信号により放射線撮影装置Ａが
有効状態になったことを把握することができる。
【００４１】
　放射線撮影装置Ｂは、制御装置１００が有効化指示送信部５０１からの有効化指示を受
理した場合、制御装置１００から無効化命令を受信する無効化命令受信部５１１を有して
いる。また、放射線撮影装置Ｂは、放射線撮影装置Ｂに対して無効化して、無効状態にす
る無効化部５１０と、放射線撮影装置Ｂに対して無効化が行われたことを示す無効応答信
号を制御装置１００に送信する無効応答送信部５１２とを有している。制御装置１００は
、放射線撮影装置Ｂから送信される無効応答信号により放射線撮影装置Ｂが無効状態にな
ったことを把握することができる。
【００４２】
　なお、放射線撮影装置Ａが無効状態であり、放射線撮影装置Ｂが有効状態である形態を
示したが、放射線撮影装置Ｂが無効状態であり、放射線撮影装置Ａが有効状態であっても
よい。図示簡略のために、図５に示す形態を用いたが、放射線撮影装置Ａと放射線撮影装
置Ｂは、有効化指示部１０７、有効化指示送信部５０１、キャンセル受信部５０２、キャ
ンセル処理部５０３、有効化命令受信部５０４、有効化部５０５、有効応答送信部５０６
、無効化部５１０、無効化命令受信部５１１、無効応答送信部５１２をそれぞれ有してい
る。
【００４３】
　制御装置１００は、放射線撮影装置Ａを有効化させる有効化指示に関する信号を受信す
る指示受信部５２０を有している。また、制御装置１００は、制御装置１００が有効化指
示送信部５０１からの有効化指示をキャンセルした場合、キャンセル応答を放射線撮影装
置Ａに送信するキャンセル応答送信部５２３と、有効化命令を放射線撮影装置Ａに送信す
る有効化命令送信部５２４とを有している。また、制御装置１００は、無効化命令を放射
線撮影装置Ｂに送信する無効化命令送信部５２５を有している。制御装置１００は、有効
応答送信部５０６から放射線撮影装置Ａに対して有効化が行われて有効状態になったこと
、無効応答送信部５１２から放射線撮影装置Ｂに対して無効化が行われて無効状態になっ
たことを受信する有効／無効応答受信部５２６と、放射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂ
の状態を管理する撮影装置状態管理部５２７を有している。また、制御装置１００は、放
射線撮影装置Ａと放射線撮影装置Ｂの情報を記憶する撮影装置情報記憶部５２２とを有し
ている。
【００４４】
　表示・操作装置１０１は、撮影に使用する放射線撮影装置を選択する撮影装置選択部５
４０と、制御装置１００におけるキャンセル応答に基づき有効化のキャンセルを行うキャ
ンセル処理部５４１とを有している。撮影装置選択部５４０は、制御装置１００に接続さ
れ、放射線を検出する複数の放射線撮影装置の内、１つの放射線撮影装置を選択する。つ
まり、本実施例における放射線撮影システムでは、放射線撮影装置１０２、１０３におけ
る有効化指示部１０７と、表示・操作装置１０１とから、撮影に使用する放射線撮影装置
を選択することができる。
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【００４５】
　制御装置１００は、撮影装置選択部５４０からの選択情報を受信する選択受信部５２９
と、制御装置１００が撮影装置選択部５４０からの選択指示をキャンセルした場合、キャ
ンセル応答を表示・操作装置１０１に送信するキャンセル応答送信部５３１とを有してい
る。なお、制御部５２１は、制御装置１００における構成要素を制御する。
【００４６】
　ここで、本発明の撮影手技について具体的に説明する。操作者は、図２の撮影準備画面
で被検者を選択し、撮影開始ボタン２０６を押下すると、一番目の胸部Ｐ－Ａプロトコル
が自動的に押下される。撮影画面に遷移するとともに、放射線撮影装置Ｂが有効化され放
射線撮影装置ＢのＲｅａｄｙランプ１０６が点灯する。操作者は、撮影室において、放射
線撮影装置Ｂと被検者の相対的な位置が適切になるように被検者の位置合わせを行う。そ
して、操作者は、撮影室から操作室へ行き、放射線発生装置の操作卓で撮影条件が正しい
か確認する。撮影条件が正しい場合、操作者は照射スイッチを押下して放射線を照射する
。
【００４７】
　被検者を透過した放射線は放射線撮影装置Ｂで検出され、画像データとして制御装置１
００へ送られる。制御装置１００は、放射線撮影装置Ｂに対応したキャリブレーションデ
ータを使って補正処理を行った後、コントラスト、濃度、鮮鋭度、ダイナミック圧縮など
各種の画像処理を行って放射線画像を生成する。生成された放射線画像は、表示・操作装
置１０１へ送られ、図３の撮影画面の画像表示領域２１２に表示される。
【００４８】
　同時に、次の撮影プロトコルである手指Ａ－Ｐにフォーカスが移り、次の撮影が可能に
なる。そこで操作者は、撮影室へ戻り有効状態にある放射線撮影装置Ｂを使って、被検者
の手指の撮影を行うための位置合わせを行なう。被検者の手指は撮影領域が狭いため、４
３ｃｍ×４３ｃｍのサイズは必要ない。そこで、操作者は同じ撮影室にある、一回り小さ
い大四つサイズの放射線撮影装置Ａに切り替える。操作者は、放射線撮影装置Ａに取り付
けられている有効化指示部１０７のボタンを押下する。有効化指示部１０７は、図５に示
す有効化指示部１０７で示された手段の１つであり、ボタンの代わりにスイッチでも、音
声入力装置でも、有効化が指示できるものであればよい。
【００４９】
　有効化指示部１０７に対して、放射線撮影装置Ａを有効化するための入力があると、制
御装置１００に対して、放射線撮影装置Ａを有効化させる有効化指示に関する信号が送信
される。送信された信号は指示受信部５２０によって受信される。制御部５２１は、放射
線撮影装置Ａを有効化させることが可能かどうか判定する。制御部５２１は、他の放射線
撮影装置が制御中（使用中）でなければ、放射線撮影装置Ａを有効化させることを許可す
る。他の放射線撮影装置Ｂが制御中（使用中）であれば、制御部５２１は、他の放射線撮
影装置Ｂを無効化した後に有効化指示を受けた放射線撮影装置Ａを有効化する。
【００５０】
　もし、制御部５２１が放射線撮影装置Ａを有効化させることを許可しなかった場合、キ
ャンセル応答送信部５２３によりキャンセル応答が、放射線撮影装置Ａに送信される。キ
ャンセル応答送信部５２３より送信されたキャンセル応答は、キャンセル受信部５０２に
より受信される。キャンセル処理部５０３は、放射線撮影装置Ａの有効化についてキャン
セル処理する。すなわち、放射線撮影装置Ａは無効状態となる。キャンセル処理部５０３
は、放射線撮影装置Ａの有効化がキャンセルされたキャンセル情報を放射線撮影装置Ａに
提示させる。例えば、キャンセル処理部５０３は、“ピ”というような電子音を放射線撮
影装置Ａから発生させ、有効化指示部１０７の押下が動作しなかったことについて操作者
にフィードバックを行う。また、表示・操作装置１０１は、放射線撮影装置Ａの有効化が
キャンセルされたキャンセル情報を提示してもよい。
【００５１】
　放射線撮影装置Ａの有効化が許可された場合、制御部５２１は、他の放射線撮影装置の
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遷移要求が割り込まないように、排他処理を行う。制御部５２１は、例えば、セマフォや
ミューテックスを使って排他処理を行う。つまり、有効化指示部１０７から１つの放射線
撮影装置を有効化する有効化処理を行った場合、制御装置１００は、当該有効化処理後の
所定の期間、他の放射線撮影装置における有効化処理を制限する。
【００５２】
　図６は、放射線撮影装置の状態を示すテーブルである。撮影装置情報記憶部５２２に記
憶されている放射線撮影装置の情報により図６に示すテーブル２３０に基づいて、制御装
置１００は、有効状態の放射線撮影装置Ｂを無効化することもできる。具体的には、無効
化命令送信部５２５より無効化命令が送信される。送信された無効化命令は、放射線撮影
装置Ｂの無効化命令受信部５１１で受信される。無効化命令は無効化部５１０へ送られ、
無効化部５１０は放射線撮影装置Ｂを無効状態に遷移させる。放射線撮影装置Ｂは、Ｒｅ
ａｄｙランプ１０６を消灯する。つまり、有効化指示部１０７から１つの放射線撮影装置
Ａを有効化する有効化処理を行った場合、制御装置１００は、他の放射線撮影装置Ｂを無
効化する無効化処理を行う。
【００５３】
　放射線撮影装置Ｂの無効化が完了すると、放射線撮影装置Ｂを無効状態になったことを
示す無効応答が無効応答送信部５１２から制御装置１００に送信される。制御装置１００
では、送信された無効応答を有効／無効応答受信部５２６で受信する。有効／無効応答受
信部５２６での受信を確認した後、有効化命令送信部５２４から、放射線撮影装置Ａを有
効化するための有効化命令が放射線撮影装置Ａに対して送信される。そして、撮影装置状
態管理部５２７から撮影装置情報記憶部５２２の情報を更新する。放射線撮影装置Ａでは
、有効化部５０５が有効化命令受信部５０４から有効化命令を受けて、放射線撮影装置Ａ
が有効状態に遷移する。放射線撮影装置Ａが有効状態になると、Ｒｅａｄｙランプ１０６
が点灯する。放射線撮影装置Ａの有効応答が有効応答送信部５０６から制御装置１００に
対して送信される。つまり、制御装置１００は、他の放射線撮影装置Ｂを無効化した後に
有効化指示を受けた放射線撮影装置Ａを有効化する。複数の放射線撮影装置が同時に有効
化されないようになっている。複数の放射線撮影装置が同時にＲｅａｄｙ状態になること
を避けることができる。
【００５４】
　制御装置１００は、有効応答を有効／無効応答受信部５２６により受信して、制御部５
２１で排他処理を完了するとともに、撮影装置状態管理部５２７で撮影装置情報記憶部５
２２の記憶内容を更新する。
【００５５】
　このような構成によって、放射線撮影装置Ａが有効化されて有効状態になり、放射線撮
影装置Ａで被検者の手指撮影を行うことが可能になるとともに、使用しない放射線撮影装
置Ｂが無効化されて無効状態になる。
【００５６】
　また、図３に示す撮影画面においてプロトコル編集ボタン２１０を押下して、図４に示
す放射線撮影装置切替ウインドウ２２０で放射線撮影装置を選択することが可能である。
もし、撮影室で放射線撮影装置Ａの有効化指示部１０７を押下し、放射線撮影装置の切り
替え処理中に、選択ボタン２２１又は選択ボタン２２２が押下された場合は、その操作は
キャンセルされる。つまり、制御装置１００は、放射線撮影装置Ａの有効化処理後の所定
の期間、他の放射線撮影装置における有効化を制限する。ここでは、制御装置１００は、
先に入力された放射線撮影装置Ａの有効化を優先して処理する。
【００５７】
　表示・操作装置１０１の撮影装置選択部５４０である、放射線撮影装置Ａの選択ボタン
２２１か放射線撮影装置Ｂの選択ボタン２２２を押下すると、放射線撮影装置の選択コマ
ンドが制御装置１００に対して送信される。制御部５２１は、他の放射線撮影装置Ｂを無
効化した後に表示・操作装置１０１によって選択された放射線撮影装置Ａを有効化する。
複数の放射線撮影装置が同時に有効化されないようになっている。複数の放射線撮影装置
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が同時にＲｅａｄｙ状態になることを避けることができる。
【００５８】
　また、送信された放射線撮影装置選択コマンドは選択受信部５２９で受信されて、制御
部５２１が放射線撮影装置Ａ又は放射線撮影装置Ｂが排他処理中かどうか判定する。排他
処理中の場合は、キャンセル応答送信部５３１よりキャンセル応答が表示・操作装置１０
１に対して送信される。キャンセル処理部５４１は、キャンセル応答を受信しキャンセル
処理を行う。表示・操作装置１０１は、キャンセル処理の一例として、図７のようなアラ
ートダイアログを表示する。
【００５９】
　図８は本発明の放射線撮影システムのシーケンスを示す。図９は、本発明の放射線撮影
システムのフローチャートを示す。
【００６０】
　図８のように、操作者は、有効化したい放射線撮影装置Ａの有効化指示部１０７を押す
と放射線撮影装置Ａから制御装置１００に対して、有効化指示が送信される。制御装置１
００は、Ｓ１０００で放射線撮影装置からの有効化指示があった場合、次にＳ１００１で
、制御装置１００は放射線撮影システムが他の放射線撮影装置の遷移要求を割り込ませな
い排他処理中か確認する。
【００６１】
　放射線撮影システムが排他処理を行っている場合、Ｓ１００２において制御装置１００
は依頼元へキャンセル通知を行い、有効化処理は受け入れられなかったことを操作者に通
知する。具体的には、制御装置１００は、有効化指示部１０７が押された放射線撮影装置
Ａに対してキャンセル通知を行う。つまり、放射線撮影装置Ａを有効化することができな
い。
【００６２】
　放射線撮影システムが排他処理を行っていない場合、Ｓ１００５において制御装置１０
０は排他処理を開始する。制御装置１００は、排他処理が完了するまで、放射線撮影装置
の有効化指示及び無効化指示を受け付けないようにする。つまり、制御装置１００は、有
効化指示部１０７の有効化指示後の所定の期間では、他の放射線撮影装置における有効化
をキャンセルする。言い換えれば、制御装置１００は、有効化指示部１０７の有効化指示
後の所定の期間の経過後に、他の放射線撮影装置における有効化を許可する。
【００６３】
　次に、Ｓ１００６にて有効状態の放射線撮影装置に無効命令を送信する。放射線撮影装
置Ｂでは放射線撮影装置を無効化し、無効状態に遷移したら無効化応答を送信する。Ｓ１
００７で無効応答を受信したら、Ｓ１００８で依頼元である放射線撮影装置Ａに対して有
効命令を送信する。放射線撮影装置Ａでは、有効化を行い有効状態に遷移したら有効化応
答を送信する。制御装置１００は、放射線撮影装置Ａを有効化することによって、有効化
指示部１０７から指示された放射線撮影装置Ａが放射線を検知できる状態に遷移させる。
Ｓ１００９にて有効応答を受信したら、Ｓ１０１０にて撮影装置情報記憶部５２２の情報
を更新して、Ｓ１０１１で排他処理を終了する。
【００６４】
　具体的には、有効化指示部１０７によって、１つの放射線撮影装置Ａの有効化指示を行
った直後に、撮影装置選択部５４０によって、他の放射線撮影装置Ｂを選択した場合、制
御装置１００は、他の放射線撮影装置Ｂの選択をキャンセルする。また、撮影装置選択部
５４０によって、１つの放射線撮影装置Ａを選択した直後に、他の放射線撮影装置Ｂの有
効化指示部１０７によって、他の放射線撮影装置Ｂを有効化させるための有効化指示を行
った場合、制御装置１００は、有効化指示をキャンセルする。
【００６５】
　言い換えれば、有効化指示部１０７によって有効化指示が行われ、放射線撮影装置Ａの
有効化が完了する前は、制御装置１００は、他の放射線撮影装置Ｂにおける有効化をキャ
ンセルする。有効化指示部１０７によって有効化指示が行われた放射線撮影装置Ａの有効
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化が完了した後、制御装置１００は、他の放射線撮影装置Ｂにおける有効化を許可する。
【００６６】
　Ｓ１０００で放射線撮影装置からの有効依頼がなかった場合は、Ｓ１００３で表示・操
作装置からの放射線撮影装置の選択コマンドがあるかどうか確認する。なければ、Ｓ１０
００に戻り、ある場合はＳ１００４で排他処理中かどうか確認され、排他処理中の場合は
Ｓ１００２で表示・操作装置１０１へキャンセル通知を行なう。排他処理中でない場合は
、Ｓ１００５以降に処理が進み、放射線撮影装置の切り替えが行われる。
【００６７】
　上記のような手順により、放射線撮影装置Ａ、放射線撮影装置Ｂ同時に有効状態になる
ことなく、放射線撮影装置側から切り替えを行うことが可能になる。また、放射線撮影装
置の有効化指示部の押下と表示・操作装置の放射線撮影装置の選択ボタンを同時に押下し
た場合でも適切に処理できることが示されている。この実施例では、２つの放射線撮影装
置を切り替える例を説明したが、放射線撮影装置の数は２つ以上でも適用可能である。
【００６８】
　以上、本実施例によれば、放射線を検出する複数の放射線撮影装置１０２、１０３と、
複数の放射線撮影装置１０２、１０３を制御する制御装置１００からなる放射線撮影シス
テムにおいて、複数の放射線撮影装置１０２、１０３は、それぞれの放射線撮影装置を有
効化させるための有効化指示を行う有効化指示部１０７を有している。そして、有効化指
示部１０７から１つの放射線撮影装置１０２を有効化する有効化指示を行った場合、制御
装置１００は、当該有効化指示後の所定の期間、他の放射線撮影装置１０３における有効
化を制限する。また、有効化指示部１０７から１つの放射線撮影装置１０２を有効化する
場合、制御装置１００は、他の放射線撮影装置１０３を無効化する。具体的には、有効化
指示部１０７から有効化指示を受けた放射線撮影装置１０２を有効化する場合、制御装置
１００は、他の放射線撮影装置１０３を無効化した後に有効化指示を受けた放射線撮影装
置１０２を有効化する
　よって、複数の放射線撮影装置に対する有効化又は無効化の制御を適切に行うことがで
きる。
【実施例２】
【００６９】
　本発明の実施例２を図１０、図１１を用いて説明する。図５と重複する構成要素につい
ては、同様であるため、説明を省略する。
【００７０】
　実施例１において手指撮影を行い、操作者は撮影画像を表示・操作装置１０１で確認す
る。問題がなければ、被検者に対するすべての撮影プロトコルが完了し、撮影画面の検査
終了ボタン２１１を押下して検査を終了する。検査終了すると、撮影画像や実施済み撮影
条件は病院内ネットワークを介してＰＡＣＳやＲＩＳへ転送され、そこで診断や会計処理
が行われる。
【００７１】
　一方、特に自動検出タイプの放射線撮影装置については、しばらく検査を行わない場合
や、特定の放射線撮影装置を使わない場合はその放射線撮影装置を無効にして、誤った放
射線画像のデータが送信されないようにすることが重要である。
【００７２】
　ここでは、放射線撮影装置Ｂを無効化する形態を説明する。放射線撮影装置Ｂにつけら
れている無効化指示部１０８のボタンを押下して、放射線撮影装置Ｂを無効化する。無効
化指示部１０８は、図１０で示されている無効化指示部１０８の１つであり、ボタンの代
わりにスイッチでも、音声入力装置でも、無効化が指示できるものであればよい。
【００７３】
　無効化指示部１０８から入力があると、無効要求送信部６０１によって、制御装置１０
０に対して、無効要求が送信される。送信された無効要求は指示受信部５２０によって受
信され、制御部６０２で無効化可能かどうか判断される。制御部６０２は、他の放射線撮
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影装置の状態遷移中でないか確認し、状態遷移中でなければ無効化を許可する。状態遷移
中とは、放射線撮影装置Ａ又は放射線撮影装置Ｂが排他処理中ということである。
【００７４】
　もし、放射線撮影装置Ｂの無効化が許可されなかった場合は、キャンセル応答送信部５
２３によりキャンセル応答が、放射線撮影装置Ｂに送信される。送信されたキャンセル応
答は、キャンセル受信部５０２により受信され、キャンセル処理部５０３でキャンセル処
理される。キャンセル処理部５０３は、例えば、“ピ”というような電子音を発生し無効
化ボタン押下が動作しなかったフィードバックを行う。
【００７５】
　制御部６０２は、放射線撮影装置Ｂの無効化が許可された場合は、排他制御部５３０に
より他の状態遷移要求が割り込まないように、例えば、プログラム上では、セマフォやミ
ューテックスを使って排他処理を行う。次に、無効化命令送信部５２５より無効化命令が
送信される。送信された無効化命令は、放射線撮影装置Ｂの無効化命令受信部５１１で受
信され、無効化部５１０へ送信される。放射線撮影装置Ｂが無効状態に遷移して、Ｒｅａ
ｄｙランプ１０６が消灯する。
【００７６】
　放射線撮影装置Ｂの無効化が完了すると無効化部５１０から無効応答が無効応答送信部
５１２から、制御装置１００に対して送信される。制御装置１００では、送信されてきた
無効応答を有効／無効応答受信部５２６で受け取り、撮影装置状態管理部５２７から撮影
装置情報記憶部５２２の情報を更新する。
【００７７】
　このような構成をとることで、放射線撮影装置の無効化指示部１０８におけるボタンを
押下することで放射線撮影装置を無効化することができる。
【００７８】
　次に図１１を用いて実施例２の処理の流れを説明する。操作者は、無効化したい放射線
撮影装置Ｂの無効化ボタンを押下すると放射線撮影装置Ｂ１０３から制御装置１００に対
して、無効要求が送信される。制御装置１００はＳ２０００で放射線撮影装置からの無効
依頼があった場合、次にＳ２００１で、排他処理中か確認する。排他処理を行っている場
合はＳ２００２で依頼元へキャンセル通知を行い、無効化依頼は受け入れられなかったこ
とを通知する。
【００７９】
　排他処理中でなかった場合は、Ｓ２００５で排他処理を開始し、以降は排他処理が完了
するまで、他の有効依頼、無効依頼を受け付けないようにする。次に、Ｓ２００６にて有
効状態の放射線撮影装置に無効命令を送信する。放射線撮影装置Ｂでは放射線撮影装置を
無効化し、無効状態に遷移したら無効化応答を送信する。Ｓ２００７で無効応答を受信し
たら、放射線撮影装置情報２３０を更新して、Ｓ２００９で排他処理を終了する。なお、
Ｓ２００３、Ｓ２００４、Ｓ２００８は、図９におけるＳ１００３、Ｓ１００４、Ｓ１０
１０と同様である。
【００８０】
　上記のような手順により、有効状態の放射線撮影装置Ｂを適切に無効状態に遷移させる
ことが可能になる。
【実施例３】
【００８１】
　図１２は、本発明の実施例３の構成を示すブロック図である。実施例１、実施例２では
、放射線撮影装置と制御装置はイーサネット（登録商標）ケーブルで接続されており、有
効要求、無効要求、有効化命令、無効化命令、有効化応答、無効化応答などのコマンドや
画像データはケーブルを通して通信されていた。
【００８２】
　一方、図１２では、放射線撮影装置と制御装置の接続を物理的なケーブルではなく、無
線通信によって通信している。アクセスポイントであるＡＰ１２２を介して、ワイヤレス
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放射線撮影装置Ａあるいはワイヤレス放射線撮影装置Ｂと制御装置１００が通信を行う。
ＡＰ１２２と制御装置１００とは、イーサネットケーブルによって接続されている。放射
線撮影装置とＡＰ間が無線通信になるものの、本発明を達成する構成およびフローおよび
シーケンスに変わりはない。
【実施例４】
【００８３】
　図１３は、本発明の実施例４の構成を示すブロック図である。実施例１、実施例２では
、カセッテ型放射線撮影装置である、放射線撮影装置上に有効化指示部、若しくは無効化
指示部のボタンを設けていた。架台にカセッテを取り付けると取り付け位置によってはボ
タンが押下しにくい場合がある。そこで、本実施例では、放射線撮影装置を取り付けた架
台に有効化指示部、若しくは無効化指示部のボタンを設けている。
【００８４】
　立位型の架台であるスタンド１３０に対して、有効化指示部のボタン１３２が、臥位形
の架台であるベッド１３３に対して、有効化指示部のボタン１３５が取り付けられている
。有効化指示部、若しくは無効化指示部のボタンの機能については、実施例１、実施例２
と同様である。
【符号の説明】
【００８５】
　１００　制御装置
　１０１　表示・操作装置
　１０２　放射線撮影装置Ａ
　１０３　放射線撮影装置Ｂ
　１０４　病院内ネットワーク
　１０５　放射線発生部
　１０６　状態表示部
　１０７　有効化指示部
　１０８　無効化指示部
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【図１１】 【図１２】
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